令和８年度スクールゾーン対策協議会活動　　１年間の流れ　
（協：スクールゾーン対策協議会、区：区役所地域振興課、土：青葉土木事務所、警：青葉警察署）
	日付
	
	

	３月中
	区→協
	スクールゾーン対策協議会に関する資料（申請書類一式）送付

	４月中旬
	区→協
	スクールゾーン活動のしおり送付

	４月中
	区→協
	前年度の助成金確定通知書送付
※前年度の会計処理が終了したことを通知するものです。保管をお願いします。

	４月30日締切
	協→区
	①令和８年度スクールゾーン対策協議会開催希望日時調査票
②スクールゾーン推進組織助成金交付申請書（第１号様式）
③令和８年度事業計画書（第２号様式）
④令和８年度収支予算書（第３号様式）
⑤各協議会の協議会規則または規約
⑥各協議会の令和８年度協議会名簿
を提出。
※区役所に助成金を申請しない場合、②～⑥は提出不要。

	５月中旬
	区→協
	スクールゾーン対策協議会開催日時決定通知書を送付。

	５月下旬～６月中旬
	区→協
	⑦令和８年度交付決定通知書
⑧スクールゾーン推進組織助成金交付請求書（第６号様式）
を送付。
※⑦⑧は区役所に助成金を申請した場合のみ送付します。

	
	協→区
	⑧に必要事項を記入し、振り込みを希望する銀行（郵便局・農協）の通帳コピーと一緒に、別途指定する期限までに提出。
※⑧を提出後、約１ヶ月で各協議会の指定した口座にスクールゾーン推進組織助成金が振り込まれます。
※⑧の書類を訂正する場合、二本線を引き、スクールゾーン対策協議会会長の訂正印を押してください。修正テープ・消えるボールペンは使用不可。

	
	協
	スクールゾーン要望調査（各小学校の保護者の方から要望を聴き取り、要望書としてまとめる。現地の写真・地図を添付する）、事前相談準備

	５月～６月
	協→区
協→土
協→警
	事前相談
※各機関と連絡を取り、事前相談日時を決めてください。
※区役所の整備担当箇所は「スクールゾーン路面標示」です。補修希望のみの場合は区役所への事前相談は必要ありません。

	６月～７月
	協・区土・警
	スクールゾーン対策協議会開催
※書面開催の場合、資料を各機関に送付。

	９月上旬～中旬
	区→協
	⑨令和８年度スクールゾーン路面標示新設・補修箇所の内示
⑩スクールゾーン路面標示新設・補修箇所詳細図
を送付。
※新設・補修工事を確約するものではありません。要望に対応できないことがあります。

	９月上旬～10月上旬
	協・区
	スクールゾーン対策協議会と区役所で、内示の出たスクールゾーン路面標示新設希望箇所の現地確認（現地調査）を行います。日時は区役所から指定します。

	10月上旬～中旬
	協→区
	⑩に必要事項を記入し、別途指定する期限までに提出。
⑪同意書（新設の場合のみ。協議会の皆さんで新設箇所にかかるお宅に出向き、同意書への記入を依頼）
を提出。
※同意書の原本は協議会で保管し、区役所にはコピーを提出。

	～令和９年３月下旬
	
	スクールゾーン路面標示の工事完了予定。個々の施工日は分かりかねます。
※土木事務所・警察署の対応箇所は随時施工。

	令和９年３月31日締切
	協→区
	⑫令和８年度活動結果報告書（第７号様式）
⑬令和８年度収支決算書（第８号様式）
を提出。
※⑫⑬は年度初めに区役所に助成金を申請しなかった場合、提出不要。

	令和９年３月中
	区→協
	次年度用のスクールゾーン対策協議会に関する資料（申請書類一式）送付。
次年度の役員の方に引き継ぎをお願いします。



※各様式はHPからダウンロードできます。【青葉区　スクールゾーン】で検索。
※印鑑の必要な書類以外はメールに添付して提出もできます。
※各様式の記入例をよくご覧ください。
※⑧スクールゾーン推進組織助成金交付請求書（第６号様式）の提出の際に書き誤りが多く見受けられます。
　　気兼ねなくお問い合わせください。
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【問合せ】
〒225-0024
青葉区市ケ尾町31-４
青葉区地域振興課地域活動係交通安全担当
（４階74番窓口）
電 話：045-978-2292
メール：ao-chikatsu@city.yokohama.lg.jp
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